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2025年５月１日 

各位 

 

会 社 名 株式会社シーアールイー 

代 表 者 名 代表取締役社長 亀山 忠秀 

課 （コード番号 3458 東証プライム市場） 

問 合 せ 先 取締役執行役員 後藤 信秀 

電 話 番 号 （ＴＥＬ 03-5572-6600） 

 

（訂正）「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ」 

の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社が 2025年４月 16日に公表いたしました「株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更

に関するお知らせ」につきまして、その内容の一部に訂正すべき事項が生じましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 

Ⅰ．株式併合について 

１．株式併合の目的及び理由 

（訂正前） 

＜前略＞ 

その後、上記のとおり、本公開買付けが成立いたしましたが、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式

の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式並びに京橋興産が所有する当社株式、

京橋興産が野村信託銀行株式会社との間で締結した 2021年４月 15日付有価証券管理・処分信託契約書に基づ

き信託して同契約に基づく信託（以下「本信託」といいます。）の信託財産に属している野村信託銀行株式会

社（以下、本信託の受託者としての同社を「本受託者」といい、京橋興産及び／又は本受託者を「京橋興産ら」

といいます。）名義の当社株式及びケネディクスが所有する当社株式を除きます。）を取得することができな

かったことから、本意見表明プレスリリースに記載のとおり、当社の株主を公開買付者及び京橋興産らのみと

するため、下記「２．株式併合の要旨」の「（２）併合の内容」の「②併合比率」に記載のとおり、当社株式

5,876,988 株を１株に併合すること（以下「本株式併合」といいます。）を本臨時株主総会に付議することを

決議いたしました。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

その後、上記のとおり、本公開買付けが成立いたしましたが、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式

の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式並びに京橋興産が所有する当社株式、

京橋興産が野村信託銀行株式会社との間で締結した 2021年４月 15日付有価証券管理・処分信託契約書（以下

「本信託契約書」といいます。）に基づき信託して同契約に基づく信託（以下「本信託」といいます。）の信託

財産に属している野村信託銀行株式会社（以下、本信託の受託者としての同社を「本受託者」といいます。）

名義の当社株式及びケネディクスが所有する当社株式を除きます。）を取得することができなかったことから、

当社の株主を公開買付者及び京橋興産のみとするため、下記「２．株式併合の要旨」の「（２）併合の内容」

の「②併合比率」に記載のとおり、当社株式 5,876,988株を１株に併合すること（以下「本株式併合」といい

ます。）を本臨時株主総会に付議することを決議いたしました。 
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なお、京橋興産が 2025年４月 10日付で関東財務局長宛に提出した大量保有報告書の変更報告書 No.18によ

れば、京橋興産及び本受託者は、2025年４月３日付で本信託契約書を合意解約したとのことです。 

＜後略＞ 

 

２．株式併合の要旨 

（２）株式併合の内容 

⑦ １株未満の端数が生じる場合の処理の方法並びに当該処理により株主に交付されることが見込ま

れる金銭の額 

(a) 会社法第 235 条第１項又は同条第２項において準用する同法第 234 条第２項のいずれの規定

による処理を予定しているかの別及びその理由 

（訂正前） 

上記「１．株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、公開買付者及

び京橋興産ら以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定

であります。本株式併合の結果生じる１株未満の端数については、その合計数（その合計数

に１株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数

の株式を売却し、その売却により得られた代金を株主の皆様に対して、その端数に応じて交

付いたします。当該売却について、当社は、本株式併合が、当社の株主を公開買付者及び京

橋興産らのみとすることを目的とする本取引の一環として行われるものであること、及び当

社株式が 2025 年５月 29 日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となる

ことから、競売によって買取人が現れる可能性は低いことに鑑み、会社法（平成 17 年法律第

86号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第 235条第２項の準用する同法第 234条第

２項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

上記「１．株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、公開買付者及

び京橋興産以外の株主の皆様の所有する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定で

あります。本株式併合の結果生じる１株未満の端数については、その合計数（その合計数に

１株に満たない端数がある場合にあっては、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数の

株式を売却し、その売却により得られた代金を株主の皆様に対して、その端数に応じて交付

いたします。当該売却について、当社は、本株式併合が、当社の株主を公開買付者及び京橋

興産のみとすることを目的とする本取引の一環として行われるものであること、及び当社株

式が 2025 年５月 29 日をもって上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式となること

から、競売によって買取人が現れる可能性は低いことに鑑み、会社法（平成 17 年法律第 86

号。その後の改正を含みます。以下同じです。）第 235条第２項の準用する同法第 234条第２

項の規定に基づき、裁判所の許可を得て公開買付者に売却することを予定しております。 

＜後略＞ 

 

３．株式併合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 

（２）上場廃止となる見込み 

① 上場廃止 

（訂正前） 

上記「１．株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、当社は、本臨時株主総会において株主の

皆様のご承認を頂くことを条件として、本株式併合を実施し、本取引の実施後の当社の株主を公開

買付者及び京橋興産らのみとする予定であります。その結果、当社株式は東京証券取引所の上場廃

止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定であります。 

＜後略＞ 
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（訂正後） 

上記「１．株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、当社は、本臨時株主総会において株主の

皆様のご承認を頂くことを条件として、本株式併合を実施し、本取引の実施後の当社の株主を公開

買付者及び京橋興産のみとする予定であります。その結果、当社株式は東京証券取引所の上場廃止

基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定であります。 

＜後略＞ 

 

Ⅲ．定款の一部変更について 

１．定款変更の目的 

（訂正前） 

＜前略＞ 

（３）本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は

上場廃止となるとともに１株以上の当社株式を所有する者は公開買付者及び京橋興産らのみとなるため、

株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効

力が発生することを条件として、定款第 14 条（電子提供措置等）の全文を削除し、当該変更に伴う条

数の繰上げを行うものであります。 

＜後略＞ 

 

（訂正後） 

＜前略＞ 

（３）本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は

上場廃止となるとともに１株以上の当社株式を所有する者は公開買付者及び京橋興産のみとなるため、

株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効

力が発生することを条件として、定款第 14 条（電子提供措置等）の全文を削除し、当該変更に伴う条

数の繰上げを行うものであります。 

＜後略＞ 

 

以 上 

 


